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船舶事故等調査報告書（軽微） 
 

 

 

   １ 船舶事故             計 27 件 

 

   ２ 船舶インシデント         計 11 件 

 

                  合  計  38 件 

                  （別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１月３０日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 

 



船舶事故等調査報告書（軽微）一覧 

 （函館事務所） 

 1 旅客船はまなす衝突（岸壁） 

 2 漁船八号宝喜丸安全阻害 

 3 漁船第二十一善良丸安全阻害 

 4 引船第３５健勝丸安全阻害 

 5 油送船おおあみ衝突（桟橋） 

 6 引船第二十八富士丸安全阻害 

 7 貨物船硯海丸陸上車両損傷 

 8 引船あさしお安全阻害 

 9 漁船第二十一善良丸安全阻害 

 10 貨物船翔和丸衝突（岸壁） 

 11 貨物船神明丸衝突（岸壁） 

 12 実習船おしょろ丸衝突（岸壁） 

 13 旅客船プリンス宗谷衝突（岸壁） 

 14 瀬渡船栄功運航不能（推進器損

傷） 

 （仙台事務所） 

 15 旅客船みゅう漁船第一龍丸衝突 

 16 漁船第二十五勝運丸漁船第八昭栄

丸衝突 

 17 漁船正栄丸漁船昌盛丸衝突 

 18 漁船第六十八福洋丸漁船第三十八

福吉丸衝突 

 19 貨物船量安丸漁船第十明神丸衝突 

 （横浜事務所） 

 20 油送船いまばる貨物船新かながわ

丸衝突 

 21 貨物船幸丸乗揚 

 22 貨物船大祐丸座洲 

 23 貨物船第八熱田丸衝突（桟橋） 

 （神戸事務所） 

 24 貨物船するが丸橋脚損傷 

 25 貨物船グレートラック押船第三十

六関西丸被押台船○大 Ｂ－５２５衝

突 

 （広島事務所） 

 26 モーターボート廣美丸乗揚 

 27 油送船第二西本丸衝突（岸壁） 

 28 モーターボート牧羊人運航不能

（機関損傷） 

 29 旅客船第拾五小浦丸衝突（桟橋） 

 （門司事務所） 

 30 押船第五 三徳丸運航不能（機関損

傷） 

 31 水上オートバイ姫アンド蘭乗揚 

 32 漁船豊寿丸モーターボート陽進丸

衝突 

 33 貨物船ボ ドゥン１衝突（岸壁） 

 （長崎事務所） 

 34 旅客船れぴーど運航不能（機関損

傷） 

 （那覇事務所） 

 35 旅客船ミユ乗揚 

 36 貨物船第三十一大昭丸乗揚 

 37 押船第２かの丸被押起重機台船か

の号乗揚 

 38 貨物船第八栄勝丸乗揚 



船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８仙第２４号 

事故等名 貨物船量安丸漁船第十明神丸衝突 

発生年月日時刻 平成２０年１０月３日 ０４時４２分ごろ 

発生場所 金華山灯台から真方位１８１°１,８００ｍ 

（北緯３８°０７′１２″、東経１４１°３４′３９″） 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：１０月６日 仙台・地方事故調査官が第十明神丸修理造船所及び量安丸船

舶所有者、１０月１５日 第十明神丸船長、１０月１６日 量安丸船舶所有者に各電話聴取

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者 

 

Ａ 貨物船量安丸 ４７９トン 

１３２２１５ 

佐藤漁業株式会社 

船種・船名・総トン数 

漁船登録番号 

船舶所有者 

Ｂ 漁船第十明神丸 １６トン 

ＭＧ２－５５９７ 

個人所有 

乗組員等に関する情

報 

Ａ 船長 四級海技士（航海） 

Ａ 船橋当直 三級海技士（航海） 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 船首左舷側外板凹損、同付近手摺り亀裂、曲損 

Ｂ 船首右舷側ブルワーク破損 

事故の経過 Ａ船は千葉県市原港でフレコン（生石灰を袋詰めした物）１,５３６トンを積み、青森県八

戸港に向けて航行中、Ｂ船は宮城県石巻市給分浜を出港し、漁場に向けて航行中、ほ

ぼ直角に衝突した。 

当時の天候は晴で、南の風毎秒約７ｍ、東のうねり波高約１ｍ、視界は良好だった。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ｂ船船橋当直者の適切な見張り不十分 

Ａ船船橋当直者の衝突を避けるための時機の遅れ 

 

原因 本件衝突は、次のことが関与した可能性があると考えられる。 

Ｂ船船橋当直者が適切な見張りを行わなかったこと。 

Ａ船船橋当直者の衝突を避けるための時機が遅れたこと。 

 


